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■市営建設工事 等級別発注金額基準（設計額・税込） 

区分 土 木 工 事 建 築 工 事 

Ａ級 ３０，０００千円以上 ４０，０００千円以上 

Ｂ級 １５，０００千円以上 ３０，０００千円未満 １５，０００千円以上 ４０，０００千円未満 

Ｃ級  ３，０００千円以上 １５，０００千円未満 １５，０００千円未満 

Ｄ級  ３，０００千円未満   

  

区分 水 道 工 事 管 工 事 

Ａ級 １５，０００千円以上 １５，０００千円以上 

Ｂ級  ５，０００千円以上 １５，０００千円未満  ３，０００千円以上 １５，０００千円未満 

Ｃ級  ５，０００千円未満  ３，０００千円未満 

 

区分 電 気 工 事 舗 装 工 事 

Ａ級 １５，０００千円以上 ７，０００千円以上 

Ｂ級 １５，０００千円未満 ７，０００千円未満 

※ 釜石市工事指名選考委員会に係る提案基準額〔平成25年10月改正〕 

（１）工事案件については、原則的に150,000千円以上とする。ただし、以下のような案件については10,000千円以上とする。 

・選定業者に市外業者や設計額に対応する等級以外の市内業者が含まれる場合 

・等級でなく資格等により業者を選定する場合 

・特別な理由により、特定の者と随意契約を結ぶ場合 

（２）建設関連業務委託については、10,000千円以上とする。 

［名簿中の略号］(株)：株式会社、(有)：有限会社、(名)：合名会社、(資)：合資会社、上：給水装置工事主任技術者常置業者、 

下：排水設備責任技術者常置業者 


